
「次期軽水炉の技術要件検討」WGフェーズ２ コメント処理表（1 / 11） 

 

資料５－２ 

 

No. 
資料番
号／頁 

コメント内容 対応内容 

1-1 
1-2 
P.7,8 

WG での議論の順番について、次期軽水炉のコンセプトは既に WG フ
ェーズ１で議論されているので、順番を逆にして、先に考慮すべき
規制や制度の考え方を議論し、その後にコンセプトを議論するのは
どうか。 

まずは、WGフェーズ 1で議論した 3 つの論点(コンセプト)
に対して、その設計方針と設計を進める上で考慮すべき規
制との関係を整理し、関連する規制基準を紹介する。次期
軽水炉向けの規制と制度の考え方については第 5 回 WG で
協議予定。 

1-2 
1-2 

P.11,12 

社会的受容性の基本要件に対して、次期軽水炉の技術要件や設計の
特長が整理されているが、これで十分か。例えば、｢安全供給レジリ
エンス｣の基本要件に対して｢所内単独運転｣だけが記載されている
が十分か。 

国レベルの議論や｢社会と共存する魅力的な軽水炉の展
望｣調査専門委員会で纏められた基本要件に対して、次期
炉の基本要件、設計の特長、設計方針を詳細に整理した表
を作成し、過不足ないことを確認した。 

1-3 
1-2 

P.11,12 

社会的受容性の基本要件についても、放射性廃棄物の処理の議論も
含めた議論の網羅性と前提条件の明記が報告書をまとめる上で重要
だと思うので、報告書ではそのような観点も含めた論理性に留意す
る必要がある。 

コメント 1-2 で作成した表において、本 WG で議論する社
会的受容性の基本要件の抽出経緯及び本 WG での取扱いに
ついて補足した。 

報告書をまとめる際は、左記の観点にも留意して具体的な
説明を記載することとする。 

1-4 
1-2 

P.16,17 

再エネとの共存は重要な要件だと思うので、本 WG で議論の対象に
はしないことについてもう少し具体的な説明が必要である。本 WG で
議論しなくても報告書では具体的に記載した方がよい。 

コメント 1-2 で作成した表において、再エネとの共存に係
る本 WG での取扱いについて補足した。 
本 WG で議論の対象としない理由について具体的な説明を
第 1 回 WG 資料に追加した。 

また、報告書には具体的な説明を記載することとする。 

1-5 
1-2 
P.24 

新知見や海外の事例などを取り入れるため、今の新規制基準が必ず
しも最終形とは限らないので、将来の拡張性に備え、余地を残して
おくという視点があっても良いと思う。 

将来の拡張性については、技術要件の「保守性・運用性」
の「将来の改造やバックフィットへの柔軟性」として挙げ
ており、報告書には具体的な説明を記載することとする。 
(引き続き、コメント No.2-1 で継続対応) 

 
  

＃1WG コメント 



「次期軽水炉の技術要件検討」WGフェーズ２ コメント処理表（2 / 11） 

 

資料５－２ 

 

No. 
資料番
号／頁 

コメント内容 対応内容 

2-1 
2-2 
P.1 

コメント No.1-5 について、｢将来の拡張性に備え余地を残す｣と
は規制のバックフィットだけでなく、炉出力増強などプラントの
運用拡大の議論もあるので、そういう観点でも報告書に記載する
こと。 

拝承。報告書には、規制のバックフィットだけでなく将来の運
用拡大を考慮して具体的な説明を記載することとする。 

2-2 
2-4 
P.8 

次期軽水炉の溶融炉心冷却設備において IVRが記載されていない
が、フェーズ 1 で議論されているので、何かしら触れるべきでは
無いか。 

フェーズ１報告書の記載を引用して IVR の文言を追加する。 

2-3 
2-4 
P.12 

深層防護レベルの厚さのイメージ図において、既設炉よりも次期
軽水炉の方がレベル 4b の防護性能が低下しているように見える
が、これで良いのか。既設炉の対策は薄いものを後からたくさん
重ねているのに対し、新設炉では DBA 対策同様に恒設で厚い対策
を講じていると見えるのがいいのではないか。 

報告書において、次期軽水炉の深層防護の実装の考え方を記
載し、レベル 4b の防護性能は既設炉と同等以上とすることが
できることを記載する。 

2-4 
2-4 
P.29 

建屋の岩盤埋込による耐震性向上とあるが、メンテナンス性、建
設コスト、残土処理などのデメリットもあるはずであり、プラン
トライフでの最適化が必要だと考える。 

第 3 回 WG 資料で説明。 

2-5 
2-4 
P.32 

｢管理放出機能に頼ることなく事象を終息させ、事故影響を発電
所敷地内に限定する設計方針｣とあるが、BWR に対する配慮もお願
いしたい。 

BWR/PWR の特長が異なることを踏まえて、「次期軽水炉は重大

事故発生時にも、公衆の個人の健康への影響および環境汚染

による社会的な影響を与えないように発電所敷地内で制御・

管理することを設計方針としている。」との記載に変更。 

2-6 
2-4 
P.32 

｢公衆の個人の健康への影響については立地評価とも関連して検
討すべき内容である｣の一文の意味するところが分かり難いので
表現を見直すこと。 

ご指摘の通り資料の当該一文は、被ばく評価にサイト条件が
必要という趣旨が明記されておらず、誤解を招く記載となっ
ていたため見直すこととする。 

2-7 
2-4 
P.33 

環境への影響の防護に関する指標として、海外では通用しない
CFF-2(管理放出機能喪失頻度)より LRF(大規模放出頻度)の方が
適切ではないか。 

既設プラントの安全性向上評価届出書に記載している PRA 結
果の指標であり、既設炉との比較ができ、国内では馴染みのあ
る CFF-2 を使用することとする。 

2-8 
2-4 

P.34,35 

CDF の目標値より先に、安全目標から CFF の目標値を先に決める
べきでは無いか。旧原安委の安全目標専門部会でも健康リスクの
観点から先に CFF を定めている。 

本 WG での議論は、今までに国内外で議論された安全目標を念
頭に置いた次期軽水炉の設計目標の設定であり、安全目標、性
能目標そのものを議論するものではないので、システム設計
の観点から CDF/CFF-2 を決めることとしている。 

＃2WG コメント 



「次期軽水炉の技術要件検討」WGフェーズ２ コメント処理表（3 / 11） 

 

資料５－２ 

No. 
資料番
号／頁 

コメント内容 対応内容 

2-9 
2-4 

P.34,35 

CDF の設計目標値は、世界最高水準の目標として海外動向を鑑み
て設定したとの根拠は弱いのでは無いか。海外でさらに 1桁低い
目標値を設定されたら、次期軽水炉の目標値も合わせて変更する
のか。安全目標から CFF、CDF の順に整理した方が良いのではな
いか。 

本 WG で議論している CDF、CFF-2 は、次期軽水炉の設計を進
めていく上で目標とする「性能目標」であるため、技術的に確
立された国際基準を参考にして定めている。 

2-10 
2-4 

P.34,35 

各機関で PE の定義は若干異なるようだが、PE の考え方を積極的
に導入してはどうか。PEを目指すと伝えるとわかりやすいのでは
ないか。 

PE は、概念的な設計思想を伝えるには分かり易いと考えられ
るが、一般公衆にプラント性能を客観的に理解してもらう指
標として使うには未だ明確な合意が形成されていない現状を
踏まえ、別の場で議論することが適切であると考える。 

2-11 
2-4 
P.35 

CCFPが 1/10では PE を主張する説得力がないのではないか。 

CCFP は格納容器防護性能に対する炉心防護性能との相対値で
表すものであるが、PE は確率論だけでなく決定論的手法や工
学的判断等に基づいて議論するプラント全体の防護性能の話
であると考える。 

2-12 
2-4 
P.54 

高所に大容量水源を設置するパッシブ設備を否定するような表
現は見直して頂きたい。 

アクティブ・パッシブ（自律型）の特徴及び組み合わせの考え
方を主体に記載することとする。 

 

 



「次期軽水炉の技術要件検討」WGフェーズ２ コメント処理表（4 / 11） 

 

資料５－２ 

 

No. 
WG 資料
番号/頁 

コメント内容 対応内容 

3-1 
3-2 
P.2 

本 WGでは CFF-2を使用することは了解だが、CFF-2は NRA
の正式文書にも出てこない指標であるので、CFF-2 の位置
づけがわかるような注記を報告書に記載すること。
(No.2-7 の再コメント) 

拝承。 
報告書に以下のような趣旨の文章を追記する。 
 CFF-2 等は NRA から提示された指標ではあるが、委員会決
定されたものではないこと。 

 CFF-2 は安全性向上評価届出書などで既に使用されてお
り、既設炉との比較ができ、国内では広く使用されている
ことから、本 WG では CFF-2 を使用すること。 

3-2 
3-4 
全般 

今回の資料の中に SA 対策が無いことに違和感がある。次
期軽水炉の SA 対策を丁寧に記載すべき。 
第 5 回 WG で、恒設/可搬型 SA 設備、特重施設、溶融炉心
冷却対策の規制の考え方を議論するのであれば、SA 対策
のコンセプトは記載すべき。 

拝承。 
資料 3-4 の説明範囲ではないが、報告書では、4.1 節｢次期軽
水炉における深層防護の考え方｣の中に、新しい項を追加し
て｢次期軽水炉における SA 対策｣について述べることとす
る。 

3-3 
3-4 
全般 

DBA→SA→大規模損壊の対応の流れを明確化し、SA 対策と
大規模損壊の中間領域に対する設計要求を整理すると良
い。原子力安全部会の報告書｢外的事象に対する原子力発
電所の安全対策に関する経過報告｣が参考になる。 

次期軽水炉については外的事象に対する耐性強化のため、安
全対策設備等には設計段階から適切な設計余裕を確保する
とともに、リスク情報も活用して効果的な対策を検討するこ
ととしており、結果的にご指摘の中間領域におけるプラント
耐性は確実に高まることとなる。 

3-4 
3-4 
全般 

｢建屋構造の頑健化｣という表現について、建屋構造は地
震 PRA でも耐震リスクに支配的ではなく、機器や設備が
耐震リスクに影響するので、表現を見直した方がよい。 

拝承。 
報告書において、｢建屋構造の頑健化｣は｢設備及び設備を内
包する建屋構造の耐性強化｣という表現に見直すこととす
る。 

3-5 
3-4 
全般 

｢外的事象｣という言葉について、一般的に APC その他テ
ロ対策も外的事象に分類され、本 WG で使用する外的事象
の定義が曖昧なので、本報告書では｢外的事象｣という言
葉を使わない、もしくは極力使わないとしてはどうか。 

本 WG ではフェーズ 1 から｢外的事象｣と｢APC その他テロ対
策｣を分けて使用してきたことから、報告書では、本 WG で使
用する｢外的事象｣の定義を記載することとする。 

3-6 
3-4 
P.4 

｢1F 事故の教訓の原点に立ち返った議論として｣に対して
｢最新知見を考慮の上｣とあるが、1F 事故の教訓反映は幅
広い知見を集めて設計基準を決めるという話だと思う。 

拝承。 

報告書には、｢再稼働した既設炉の幅広い知見を踏まえると

ともに｣という文言も追加することとする。 

3-7 
3-4 
P.5 

(第 3 回 WG後にメールにてご連絡) 
｢共通要因故障｣は｢共通原因故障｣とするべき。規制文書
では”要因”だが、学会では”原因”としている。 

ご指摘の通り、AESJ 標準委員会では｢共通原因故障｣が使用
されているが、新規制基準や｢社会と共存する魅力的な軽水
炉の展望｣調査専門委員会では｢共通要因故障｣が使用されて
いるため、次期炉 WG フェーズ 1 報告書から引き続き、｢共通
要因故障｣を使用することとする。 

＃3WG コメント 



「次期軽水炉の技術要件検討」WGフェーズ２ コメント処理表（5 / 11） 

 

資料５－２ 

No. 
WG 資料
番号/頁 

コメント内容 対応内容 

3-8 
3-4 
P.6 

(第 3 回 WG後にメールにてご連絡) 
｢外的事象で発生する共通要因故障リスクの対応の考え
方｣の最後に、まとめとして｢裕度評価（ストレステスト）
やPRAを活用することで適切な余裕の確保を行うこと｣を
記載してはどうか。 

拝承。 
ただし、｢余裕の確保｣は言い過ぎなので、｢余裕の確認｣程度
の記載とする。 

3-9 
3-4 
P.7 

自然現象の各属性に対して、外的事象の対策がどのよう
にカバーできているか評価する形で外的事象毎に整理し
たらよい。 

拝承。報告書の付属書に、主な自然ハザードについて属性を
考慮した対応方針を示すこととする。 

3-10 
3-4 
P.8 

(第 3 回 WG後にメールにてご連絡) 
｢設計における裕度(マージン)の取り方｣について、②は
マージンの取り方ではなく、評価法/クライテリアの設定
なので、マージンの評価法として①とは分けて議論した
方が良い。③は規制基準の議論としては適切ではない。
PRA などの枠組みで別途評価するという議論とした方が
良い。 
②として耐力としての余裕をみるという項目も必要で
は？ 

拝承。 
ここでは決定論的な手法により、設計に保守性を付加する説
明をしているが説明が不明確なので、報告書では、項のタイ
トルを｢設計における裕度(マージン)の取り方｣から｢設計に
おける保守性の考え方｣に変更した上で、評価手法の保守性
と設計値の保守性は分けて記載することとする。なお、PRA
を活用したスパイラルアプローチについては設計進捗に応
じて随時実施されるものと考える。 

3-11 
3-4 
P.9 

外部ハザードに対してもSA対策を考慮し設計に取り込ん
でいることを強調してはどうか。節の冒頭にでもしっか
り記載して頂きたい。 

拝承。 
報告書の 4.3.4 項｢外的事象への対応の考え方｣の冒頭に、SA
対策設備に対しても外的事象への対応を行うことを明記す
ることとする。 

3-12 
3-4 

P.9,12 

(第 3 回 WG後にメールにてご連絡) 
外的事象の名称変更 

 地震 → 地震動 
 風(台風)・竜巻 → 強風（台風）・突風（竜巻） 

表 4.3-1｢ハザードの例｣において、新規制基準で要求されて
いるハザードを整理している通り、本 WG では新規制基準で
使用されているハザード名称を使用することとする。 

3-13 
3-4 
P.9 

(第 3 回 WG後にメールにてご連絡) 
表現の見直し 

 1000gal → 1G(981gal) 
 「耐震設計から更に高度化し」→「耐震設計で取られ
る一般的な対応に更に加えて」 

拝承。 
ただし、ここに記載した基準地震動の値はあくまでも例であ
るため、｢1000gal レベルに増大するような｣という文言は削
除することとする。 

3-14 
3-4 
P.9 

(第 3 回 WG後にメールにてご連絡) 
設計余裕について、SA 対策の有効性を確保するために十
分な裕度が必要であることを明記しては？ 

拝承 
報告書の 4.3.4 の冒頭に追記することとする。 



「次期軽水炉の技術要件検討」WGフェーズ２ コメント処理表（6 / 11） 

 

資料５－２ 

No. 
WG 資料
番号/頁 

コメント内容 対応内容 

3-15 
3-4 
P.11 

(第 3 回 WG後にメールにてご連絡) 
「敷地レベル嵩上げによるドライサイト化」で、嵩上げ
に限定されない。（そもそも高い土地を敷地としてもよ
い） 

拝承。 
｢敷地レベル嵩上げによる｣→｢敷地レベルを想定津波高さ以
上とする｣に変更することとする。 

3-16 
3-4 
P.15 

(第 3 回 WG後にメールにてご連絡) 
「同時に喪失する状況を回避する必要がある」→「同時
に喪失する状況を合理的な範囲で回避する必要がある」 
など、書き過ぎないように修正しては？例えば「異常の
発生防止」について共通原因故障を回避することは困難。 

拝承。 
左記のとおり、表現を見直すこととする。 

3-17 
3-4 
P.15 

(第 3 回 WG後にメールにてご連絡) 
「設計段階から計画することで安全性を向上させること
が可能である」→「設計段階から計画することで SA 対策
まで含めた形で安全性を向上させることが可能である」 
 

拝承。 
左記のとおり、表現を見直すこととする。 

3-18 
3-4 
P.15 

安全性を検討するものよりも規模の小さいハザードに対
して、長期間プラントを止めることなく運転継続できる
ことも外的事象に対する性能の一つなので、可能であれ
ば、報告書に追記してはどうか。 

拝承。 
報告書 4.3.4 に、竜巻への耐性や耐震裕度を上げていること
で運転継続性や復旧のし易さが上がっていることを記載す
ることとする。 

3-19 
3-4 
P.15 

サイト・プラントレベルでレイアウトの最適化を図るこ
とを明記してはどうか。コメントの趣旨は、今回の資料
を見ると、各々のハザードに対して、あれもやり、これも
やりと何でもやるように見えてプラントレベルで全体最
適化が図れるのかなと感じたため。 

拝承 
報告書の 4.3.4 にレイアウトの最適化を図ることを記載す
ることとする。 

3-20 
3-4 
P.20 

テロは、脅威の種類と攻撃の種類の 2 軸で分類するのが
一般的。脅威の種類はアウトサイダー攻撃とインサイダ
ー攻撃があり、攻撃の種類は物理攻撃とサイバー攻撃が
ある。 

拝承。 
報告書では、脅威の種類と攻撃の種類の 2 軸で分類して整理
することとする。 

3-21 
3-4 

P.28～
35 

｢不確かさへの備え｣の節は違和感あり。従来、不確かさ
と言えば、規制要求にない残余リスクをイメージする。 

拝承。 
報告書では、節のタイトルを「設計想定を超える事象への対
応」に修正し、文中の表現も修正することとする。 

3-22 
3-4 

P.38～
41 

｢最新技術｣の反映となっているが、｢最新知見｣の反映の
方が良いのではないか。 

拝承。 
知見には技術も含まれるため、報告書では節のタイトルも含
め、｢最新技術｣→｢最新知見｣に変更して文章を見直すことと
する。 
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資料５－２ 

No. 
WG 資料
番号/頁 

コメント内容 対応内容 

3-23 
3-4 
P.40 

｢苛酷事故用計装システムの開発｣は重要と思う。1F 事故
対応を踏まえるとプラント状態がわからないということ
が問題であった。もっと強調して記載してはどうか。 

拝承。 
報告書では、表中の記載だけではなく、本文にも SA 用計装
システムの開発を記載することとする。 

3-24 
3-4 
P.41 

｢規制にも適合し確立した技術を取り込むこと｣と｢新知
見を積極的に反映すること｣は問題として別のものであ
るので書き分けた方がよい。 

拝承。 
報告書では、｢規制にも適合し確立した技術を取り込むこと｣
と｢新知見を積極的に反映すること｣を分けて記載すること
とする。 
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資料５－２ 

 

No. 
WG 資料
番号/頁 

コメント内容 対応内容 

4-1 
4-2 
P.4 

既設炉についての記述「既設炉における SA 対策は、設計
基準を超える事象が発生した場合に柔軟に対応できると
考えられる可搬型設備を主として整備している。」はやや
違和感がある。建設時から、柔軟に対応できるという利
点を考えて可搬型設備を整備してきたような印象を受け
る。(コメント No.3-2 の再コメント､事前にメール連絡あ
り) 

拝承。 
以下の通り報告書の記載を修正する。 
｢既設炉における SA 対策は、設計基準を超える状態(DEC)へ
の対策として、柔軟に対応できると考えられる可搬型設備を
主として整備している。」 

4-2 
4-2 
P.4 

追加した文章｢再稼働した既設炉の幅広い知見を踏まえ
るとともに」の表現自体は問題ないが、追加する場所が
良くない。具体的には「設備及び設備を内包する・・・」
の前に追加した方が良い。(コメント No.3-6 の再コメン
ト) 

拝承。 
ご提案あった場所に追加文章を記載する。 

4-3 
4-2 
P.6 

次期軽水炉で想定するテロと国内外の規制要求について
同じ項目は横並びに揃えて整理した方が一目で分かり易
い。(コメント No.3-20の再コメント) 

拝承。 
同じ分類のテロは横並びに揃えて整理する。 

4-4 
4-2 
P.6 

【第 4 回 WG後に頂いたコメント】 
サイバーセキュリティ対策はこれから注目されるはずだ
が、報告書ではサラッとしか記載がなく、もう少し詳し
く記載してはどうか。 

拝承。 
セキュリティ対策は詳細に記載することはできないが、
4.4.2 項の冒頭にサイバー攻撃に関する記載を追記する。ま
た、付属書 Aに次期 PWRのサイバーセキュリティ対策の例を
追加する。 

4-5 
4-2 
P.6 

設計基準を超える事象への SA 対策と、(SA 対策も含む)
設計想定を超える事象への対応の違いが、言葉上分かり
難くなったと思う。誰にでも分かり易い表現はないか。
(コメントNo.3-21の再コメント､事前にメール連絡あり) 

拝承。 
最初に設計基準及び設計想定の定義を明確にする。 

4-6 
4-3 
全般 

【第 4 回 WG後に頂いたコメント】 
経済性向上の議論の前に、安全性を運用の中でどう維持
していくかの議論が必要ではないか。 

6.6 節｢保守性・運用性の向上｣の中で述べることとする。 

4-7 
4-3 
P.3 

【第 4 回 WG後に頂いたコメント】 
建設工期が長くなるとなぜ経済性が悪化するのかとの説
明が不足している。割引率(金利)の影響があるから工期
が影響する点が読めるようにした方がよい。 

拝承。 
左記趣旨の注記を追加する。 

＃4WG コメント 



「次期軽水炉の技術要件検討」WGフェーズ２ コメント処理表（9 / 11） 

 

資料５－２ 

No. 
WG 資料
番号/頁 

コメント内容 対応内容 

4-8 
4-3 

P.5～12 

本WGでは設計段階から具備すべき要件を検討することだ
と認識しており、建設工法に対して設計段階から具備す
べき要件が明確でなかった。 

拝承。 
次期軽水炉の工程短縮技術を述べる前に、｢工程短縮に資す
る工法を適用するために、設計段階において機電工事と建築
工事の連携が適切に実施できるようにインタフェースに配
慮した配置設計とすることが重要｣との趣旨を報告書に記載
する。 
また、まとめ部にも｢最新工法を適用できるように設計段階
から配置設計等へ適用範囲や取り合い条件の最適化を図る
こと、モジュールの製作場所等を敷地計画に反映しておくこ
と等が必要｣との趣旨も記載する。 

4-9 
4-3 
P.5 

海外の工程遅延の要因(プロジェクトマネジメント等)に
ついて本 WGでは議論しにくいことは理解するものの、次
期軽水炉は同様の失敗をしないことが見通せることを何
かしら報告書に記載しておくべきではないか。 

拝承。 

検討対象外の趣旨は削除し、設計変更も含め工程遅延の代表

例を記載する。また、建設工期短縮のまとめに｢規制機関を

含めたステークホルダーとの合意形成が重要｣との趣旨を記

載する。 

｢海外プラントの建設遅延の要因は・・・本 WG では検討
対象外｣の記載はやめてはどうか。公開されている事例が
あるので海外の工程遅延の代表例を挙げればよい。 

“設計管理が工程遅延の原因”という趣旨の記載がある
が、設計変更が工程遅延の主な原因であった。 

関係するステークホルダーとの合意形成が重要だという
ことだと思う。特に規制側との合意形成は重要。 

4-10 
4-3 

P.9,10 

SC 工法適用も最新工法の一つとして本文に記載してはど
うか。規制との関係(建築物への SC 適用が規格基準に無
い)も記載してはどうか。 

拝承。 
｢原子炉建屋等への全面的な SC 工法の適用も工程短縮に有
効であり、規格類の整備を含めて検討することが重要｣であ
る趣旨を追記する。 

4-11 
4-3 
P.11 

｢建設作業効率化のため無人化やIT化を導入する｣とある
が、これに対するサイバーテロ対策についても言及した
方が良いと思う。 

報告書に｢原子力安全と核セキュリティの専門家が施設の設
計から完成に至るまでの施策を共同で検討・評価する｣旨を
記載済み。 

4-12 
4-3 
P.12 

｢安全対策が強化されておりプラント物量は増加傾向｣が
前提で記載されているが、プラント物量は経済性に大き
く影響する事項であり、｢プラント物量は増加傾向｣と言
い切っていいのか。経済性向上の議論の中で｢物量増加｣
とだけ記載するのではなく、ちゃんとした記載が必要。 

拝承。 
まとめ部に、プラント物量の低減を図るものの、トレン数増
加、区画分離の徹底、建屋頑健化などの安全対策の強化によ
り、物量は増加傾向にあることが想定される旨を報告書に記
載する。 
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資料５－２ 

No. 
WG 資料
番号/頁 

コメント内容 対応内容 

4-13 
4-3 
P.14 

長サイクル化について、｢更なる高燃焼度燃料(5%超燃料
等)の導入｣とあるが、それ以外の方法として、中性子経
済を良くする、内部転換率を上げるという方法もあるの
で、設計段階でどの方法がいいのか検討するという言い
方の方が良いと思う。 

拝承。 
中性子経済向上、内部転換率向上によるさらなる設備利用率
向上、燃料費の低減についても報告書で触れることとする。 

4-14 
4-3 
P.14 

【第 4 回 WG後に頂いたコメント】 
（報告書を見て）5％超燃料と 62G燃料が並列で記載され
ているのは違和感あり。近い将来に実現するものと実現
に時間が掛かるものは分けて記載すべき。 

拝承。 
コメント No.4-13 と併せて記載を適正化する。 

4-15 
4-3 
P.14 

【第 4 回 WG後に頂いたコメント】 
近い将来実現できる燃料に対して、総発電電力量を増加
させる手段(出力向上/長サイクル化)として設計段階で
どう対処するか明示した方がよい。 

近い将来実現できる燃料への対応として、PWR の場合は 62G
燃料導入による長サイクル運転を想定したプラント設計を
行う予定であることを報告書に記載する。 
なお、PWR の場合、燃料高度化による運開後の炉出力向上は
設計段階では想定していない。 

4-16 
4-3 
P.14 

【第 4 回 WG後に頂いたコメント】 
13 か月、18か月、24 か月で整理されているが、次期軽水
炉は 18 か月を狙うのか。集合体最高燃焼度によって狙え
るサイクル長は違うのでそれを明示してはどうか。 

拝承。 
次期軽水炉において、62GWd/t 燃料は 18 ヵ月程度のサイク
ル長を 3 バッチで繰り返す運転に対応可能な最高燃焼度で
あることを注記する。 

4-17 
4-3 
P.16 

定期検査短縮について、OLM 導入に向けて設計段階から対
応できる話を具体的に記載してはどうか。 

報告書に、｢次期軽水炉では設計段階からリスク情報を活用
し、OLM の対象系統・機器を選定し、OLM を実現するための
手法についても選択可能であり、OLM によるプラント稼働率
向上の効果とあわせて最適な設計及び運用の計画が可能で
ある｣旨を記載済み。 

4-18 
4-3 
P.19 

【第 4 回 WG後に頂いたコメント】 
｢OLM の適用も視野に入れた｣では弱い。OLM 導入が当たり
前になりつつあるので｢OLM の適用も前提として｣にすべ
き。 

拝承。 

4-19 
4-3 
P.16 

【第 4 回 WG後に頂いたコメント】 
新規制基準制定以降、既設炉の定検期間が延びているが、
その原因に対して次期軽水炉では対処できるのか。 
 

再稼働後の既設炉の定検期間が延びた主な理由は保安規定
の見直しによるものである(燃料未装荷期間にやるべき点検
作業が増加したため)。 
次期軽水炉は、報告書に記載の通り OLM や機器のローテーシ
ョン等を活用して定検期間が延びないように対処していく。 
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資料５－２ 

No. 
WG 資料
番号/頁 

コメント内容 対応内容 

4-20 
4-3 
P.16 

定期検査短縮について、通常の定期検査の工程短縮だけ
でなく、大型機器の交換工事の工程短縮を想定しておく
ことも重要。設備利用率向上の観点でも設計段階から大
型機器の交換を想定した設計が必要という趣旨の記載が
必要だと思う。 

拝承。 
左記の趣旨を報告書に記載する。 

4-21 
4-3 
P.22 

【第 4 回 WG後に頂いたコメント】 
長期運転の議論において、大型機器交換に対する方針は
プラント寿命全体の平均稼働率の観点で重要。大型機器
交換を前提にするのか、それとも大型機器は交換しない
ことを前提にするのか方針を記載してはどうか。 

拝承。 
上記コメント No.4-20で追記する文章に続けて、大型機器は
運転期間中は基本的に交換しなくても良いように設計する
ことを記載する。 

4-22 
4-3 

P.21～
25 

【第 4 回 WG後に頂いたコメント】 
長期運転の議論に、原子炉容器照射脆化の話が出てこな
いのはおかしい。照射脆化対策はやらないのか。 

拝承。 
付属書には経年劣化対策の具体例として中性子照射脆化は
記載済みだが、報告書本文で｢照射脆化｣の言葉を記載する。  

4-23 
4-3 

P.21～
25 

長期運転に関連する事項として、特にデジタル機器など
の製造中止品への対応・管理を予め考慮しておくという
ことはないか。 

拝承。 
｢将来の設備や部品類の調達に関して、仕様の適正化等によ
り調達性の柔軟化を図ることで、製造中止品が発生した場合
への柔軟な対応、サプライチェーンの維持への配慮等、長期
運転への対応をよりやり易くすることを考慮しておくこと
も重要｣との趣旨を報告書に記載する。 

4-24 
4-3 
P.24 

【第 4 回 WG後に頂いたコメント】 
今は｢経年変化｣という用語を使用しないことになってい
るので、｢経年劣化｣に統一すべき。 

拝承。 

4-25 
4-3 
P.25 

｢次期軽水炉は60～80年運転を想定することが可能｣とあ
るが、次期軽水炉において、設計段階から予め想定する
ことによって既設炉に比べて効率的に経済的に長期運転
が達成できるような要件を具備することができるという
言い方にした方が良いと思う。 

拝承。 
左記の趣旨を報告書に記載する。 

 
 


